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新旧対照表

浦安市国民健康保険条例施行規則（昭和49年規則第12号）の一部改正

(下線の部分が改正部分)

改 正 後 改 正 前

（資格確認書の無効）

第２３条 次の各号のいずれかに該当する場合における国民健康保険法施行規

則（昭和33年厚生省令第53号）第６条に規定する資格確認書（以下「資格確

認書」という。）は、無効とする。

(1) 法令の規定により資格確認書の添付を必要とする届出の場合において、

当該資格確認書の添付がないとき。

(2) 資格確認書を返還できない旨の申出があつたとき。

(3) 資格確認書を返還できないことが明らかであるとき。

(4) 省 略

（被保険者証の無効）

第２３条 次の各号のいずれかに該当する場合における被保険者証は、無効と

する。

(1) 法令の規定により被保険者証の添付を必要とする届出の場合において、

当該被保険者証の添付がないとき。

(2) 被保険者証を返還できない旨の申出があつたとき。

(3) 被保険者証を返還できないことが明らかであるとき。

(4) 同 左
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(下線の部分が改正部分)

改 正 後 改 正 前

第２号様式（第18条第１項） 第２号様式（第18条第１項）
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(下線の部分が改正部分)

改 正 後 改 正 前

第３号様式（第18条第２項） 第３号様式（第18条第２項）
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(下線の部分が改正部分)

改 正 後 改 正 前

第６号様式（第20条） 第６号様式（第20条）
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(下線の部分が改正部分)

改 正 後 改 正 前

第７号様式（第21条） 第７号様式（第21条）
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(下線の部分が改正部分)

改 正 後 改 正 前

第９号様式（第24条） 第９号様式（第24条）
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(下線の部分が改正部分)

改 正 後 改 正 前

第１０号様式（第25条） 第１０号様式（第25条）
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(下線の部分が改正部分)

改 正 後 改 正 前

附 則

（施行期日）

１ この規則は、令和６年12月２日から施行する。

（経過措置）

２ この規則の施行の際現に被保険者証又は被保険者資格証明書の交付を受け

ている者については、当該被保険者証又は被保険者資格証明書の有効期間が

経過するまでの間は、なお従前の例による。


